
 

 

 

 

 

 

 

昨年の電通事件以来、連日のように「違法な長時間労

働」で大企業に調査が入ったり、書類送検されたりとい

った報道がされています。日本を代表するような大企

業がターゲットになっているのは、“見せしめ”のため

という要素も大きいと思われ、中小企業においても「う

ちは大丈夫か」「今のうちに手を打っておかないと」と

戦々恐々としている経営者も増えてきているようです。

政府はかなり本気で「働き方改革」を実行しようとして

いるように見受けられます。 

2 月 1 日に開かれた「働き方改革実現会議」で、総理

は「罰則付きで、時間外労働の限度が何時間かを具体的

に定めた法改正が不可欠」と述べ、繁忙期であっても月

100 時間、年 720 時間、月平均 60 時間を上限とする案

で調整が進められています。 

福祉現場でそこまでの長時間労働という例は多くは

ないかもしれませんが、今後、今まで以上に職員の労働

時間の把握・管理を徹底していくことが求められます。 

社会の風向きは確実に変わっています。「残業があっ

て当たり前」から「残業しないことが当たり前」に、法

人・事業所の意識改革を待ったなしで行っていかなけ

ればなりません。 

 

 

 

前回述べたように、国の「同一労働同一賃金ガイドラ

イン案」は、正規・非正規の不合理な待遇格差を解消し、

均等・均衡な待遇が行われることを目的としています。 

ガイドライン案では、正規・非正規に待遇差がある場

合に、問題になるケース、ならないケースを事例として

挙げています。少し見ていきましょう。 

①基本給を、職業経験・能力に応じて支給する場合、正

社員と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用

者（又はパート）には、職業経験・能力に応じた部分に

つき、同一の支給をしなければならない。 

事例Ⅰ「無期雇用フルタイム（異動・転勤ありの総合

職）Ｘは管理職になるためのキャリアコースの一環と 

 

 

 

 

 

して、採用後の数年間は店舗でパート（異動・転勤なし）

Ｙのアドバイスを受けながらＹと同様の業務に従事す

る。しかしキャリアコースの一環であることからＸに

はＹよりも高い基本給を支給している」→問題となら

ない 

事例Ⅱ「無期雇用フルタイムのＸが有期雇用のＹに

比べて多くの職業経験を有することから、ＸにＹより

も多額の支給をしているが、Ｘのこれまでの職業経験

は現在の業務と関連性がない」→問題となる 

②基本給を、勤続年数に応じて支給する場合 

「有期雇用契約者Ｘに対して、勤続年数を当初の雇用

契約開始時から通算して評価し支給している」→○ 

「当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇

用契約期間のみで評価している」→× 

いかがでしょうか。なんとも玉虫色という印象は拭

えません（特に①の事例Ⅱは、なんとでもこじつけられ

そうな気もします）が、とにかく書かれているのは、「正

規・非正規の雇用形態に関わらず、同じモノサシを使っ

て評価し処遇しなさい」ということです。そして影響が

大きそうなのが、賞与や手当の問題です。 

              次回へ続きます 
 

 

 

「福祉・介護事業所の労務管理・人材育成セミナー 

2016 Part4」を開催します。 

日時 平成 29 年 3月 3 日（金）13:30～16:00 

会場 長野市若里市民文化ホール 会議室 3 

内容 「どうなる？同一労働同一賃金」 

   「最新の制度改正・人事労務管理の動き」 

 まだ定員には余裕があります。お誘いあわせのうえ、

ぜひご参加ください！ 

「働き方改革」実現に向けて加速 

福祉労務ナビゲーション 
平成 29 年 2月 
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同一労働同一賃金とは何ですか？ ② 

セミナー2016 Part4 を開催します！ 


